
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法

律
」
に
基
づ
き
、『
特
定
健
康
診
査
・
特
定

保
健
指
導
』
が
実
施
さ
れ
、
平
成
二
十
二

年
度
は
三
年
目
を
迎
え
る
こ
と
と
な
り
、

こ
の
事
業
が
定
着
で
き
る
年
に
な
ろ
う
か

と
思
わ
れ
ま
す
。

健
診
機
関
か
ら
の
健
診
結
果
及
び
保
健

指
導
の
デ
ー
タ
の
授
受
等
に
関
し
て
は
、

概
ね
順
調
に
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、

特
定
健
診
該
当
組
合
員
及
び
被
扶
養
者
の

皆
様
も
、
こ
の
事
業
に
つ
い
て
の
な
お
一

層
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。平

成
二
十
二
年
度
の
特
定
健
康
診
査

（
特
定
健
診
）・
特
定
保
健
指
導
の
実
施
方

法
は
、
次
に
掲
載
し
ま
し
た
の
で
、
ご
不

明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
共
済
組
合
福
祉

課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

特
定
健
診
対
象
者

実
施
年
度
に
お
い
て
四
十
歳
以
上

七
十
五
歳
に
達
す
る
組
合
員
（
任
意
継
続

組
合
員
含
む
）
及
び
同
年
齢
の
被
扶
養

者
。
た
だ
し
、
七
十
五
歳
未
満
の
方
に
限

り
ま
す
。

特
定
健
診
の
実
施
方
法

【
組
合
員
の
場
合
】

①
各
所
属
所
の
事
業
主
が
行
う
健
診

② 

共
済
組
合
助
成
の
人
間
ド
ッ
ク
に
よ
る

健
診

★ 

右
の
①
・
②
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
受
け

て
く
だ
さ
い
。

★
受
診
券
は
、
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

★ 

特
定
健
診
に
係
る
自
己
負
担
は
あ
り
ま

せ
ん
。

【 

被
扶
養
者
と
任
意
継
続
組
合
員
（
被
扶

養
者
含
む
）
の
場
合
】

① 

居
住
地
の
市
町
村
で
実
施
し
て
い
る
住

民
健
診

（
住
民
健
診
と
同
じ
形
態
で
共
済
組
合

の
特
定
健
診
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
、
健
診
機
関
の
指
示
に
従
っ
て

受
け
て
く
だ
さ
い
。
）

② 
共
済
組
合
助
成
の
人
間
ド
ッ
ク
に
よ
る

健
診

③ 
日
本
人
間
ド
ッ
ク
学
会
等
の
全
国
規
模

の
集
合
契
約
及
び
茨
城
県
医
師
会
の
集

合
契
約
に
参
加
し
て
い
る
医
療
機
関
に

よ
る
健
診

★ 

右
の
①
〜
③
の
内
の
い
ず
れ
か
一
つ
に

よ
り
受
け
て
く
だ
さ
い
。

『
特
定
健
康
診
査
受
診
券
』
発
行

① 

特
定
健
診
を
受
け
る
際
は
、
必
ず
受
診

券
及
び
保
険
証
の
提
示
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

② 

対
象
被
扶
養
者
の
受
診
券
は
、
対
象
者

全
員
に
つ
い
て
五
月
下
旬
に
所
属
所
を

通
し
て
配
付
し
ま
す
の
で
、
受
け
取
っ

た
組
合
員
の
方
は
、
必
ず
該
当
被
扶
養

者
へ
お
渡
し
い
た
だ
き
、
六
月
の
健
診

よ
り
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

※ 

六
月
以
降
に
健
診
を
受
け
る
場
合
は
、

「
受
診
券
」
と
「
保
険
証
」
の
二
つ
を

必
ず
提
示
し
な
け
れ
ば
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

※ 

受
診
券
配
付
前
の
五
月
ま
で
に
、
住
民
健

診
に
て
特
定
健
診
を
受
け
る
場
合
は
、

保
険
証
の
み
の
提
示
で
対
応
し
ま
す
。

③ 

任
意
継
続
組
合
員
の
方
は
、
五
月
下
旬
に

直
接
ご
自
宅
へ
送
付
し
ま
す
。

④ 

受
診
券
は
、
健
診
を
受
け
た
健
診
機
関

が
受
付
時
に
回
収
し
ま
す
。

⑤ 

自
己
負
担
額
一
、
〇
〇
〇
円
を
特
定
健

診
の
際
に
ご
負
担
願
い
ま
す
。

⑥ 

特
定
健
診
を
含
ん
だ
人
間
ド
ッ
ク
を
受

け
る
場
合
は
、
人
間
ド
ッ
ク
利
用
承
認

申
請
書
に
「
特
定
健
康
診
査
受
診
券
」

を
添
付
し
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

⑦ 

人
間
ド
ッ
ク
で
の
健
診
の
場
合
、
受
診

券
に
は
自
己
負
担
額
一
、
〇
〇
〇
円
の

記
載
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
は
関
係

な
く
、
人
間
ド
ッ
ク
費
用
か
ら
共
済
組

合
人
間
ド
ッ
ク
助
成
金
を
差
し
引
い
た

金
額
の
支
払
い
と
な
り
ま
す
。

五
月
下
旬
に
配
付
す
る

「
特
定
健
康
診
査
受
診
券
」
の
見
本

健
診
結
果

事
業
主
健
診
・
住
民
健
診
な
ど
の
場
合

① 

受
診
者
へ
は
、
特
定
健
康
診
査
受
診
結

果
通
知
表
が
送
付
又
は
直
接
手
渡
さ

れ
る
こ
と
と
な
り
、
結
果
通
知
表
の

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
判
定
欄

に
「
基
準
該
当
・
予
備
群
該
当
・
非
該

当
・
判
定
不
能
」
の
四
つ
の
項
目
の
い

ず
れ
か
が
記
載
さ
れ
ま
す
。

② 

共
済
組
合
で
は
、
こ
の
健
診
結
果
デ
ー

タ
を
、
法
令
に
よ
り
健
診
機
関
等
か
ら

直
接
又
は
支
払
基
金
を
通
し
て
受
け
取

り
ま
す
。

人
間
ド
ッ
ク
健
診
の
場
合

① 

受
診
者
へ
は
、
特
定
健
診
を
含
ん
だ
人

間
ド
ッ
ク
結
果
通
知
が
渡
さ
れ
、
メ
タ

ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
判
定
欄
に
、

「
基
準
該
当
・
予
備
群
該
当
・
非
該

当
・
判
定
不
能
」
の
四
つ
の
項
目
の
い

ず
れ
か
が
記
載
さ
れ
ま
す
。

② 

共
済
組
合
で
は
、
こ
の
健
診
結
果
デ
ー
タ

を
健
診
機
関
か
ら
直
接
受
け
取
り
ま
す
。

特
定
保
健
指
導
の
実
施
方
法

特
定
保
健
指
導
実
施
該
当
者
の
選
択

・ 

共
済
組
合
で
は
、
特
定
健
診
結
果
デ
ー

タ
を
リ
ス
ク
に
応
じ
①
情
報
提
供
該
当

②
動
機
付
け
支
援
該
当
③
積
極
的
支
援

該
当
の
三
つ
に
階
層
化
し
、
保
健
指
導

の
対
象
者
を
決
定
し
ま
す
。

こ
の
場
合
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド

ロ
ー
ム
判
定
で
は
該
当
し
な
か
っ
た
方

で
も
、
Ｂ
Ｍ
Ｉ
や
喫
煙
歴
に
よ
り
該
当

と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
保
健
指
導
は
、
②
と
③
に

該
当
し
た
方
全
員
が
実
施
す
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

共
済
組
合
の
実
施
計
画
に
基
づ
い

た
人
数
に
よ
り
実
施
し
ま
す
の
で
、

二
十
二
年
度
は
②
と
③
に
該
当
し
た
方

の
二
十
％
に
つ
い
て
実
施
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。

・ 

保
健
指
導
該
当
の
抽
出
方
法
は
、
こ
れ

ま
で
②
と
③
に
該
当
し
た
方
の
中
か
ら

四
十
歳
以
上
五
十
歳
ま
で
の
方
を
対
象

に
し
て
、
本
人
の
継
続
で
き
る
か
ど
う

か
の
意
思
確
認
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を

実
施
後
決
定
し
て
い
ま
す
が
、
二
十
二

年
度
は
こ
の
年
齢
枠
を
広
げ
、
五
十
八

歳
ま
で
の
方
を
対
象
に
決
定
し
ま
す
。

・ 

保
健
指
導
実
施
の
通
知
は
、
結
果
デ
ー

タ
受
取
り
か
ら
階
層
化
、
更
に
実
施
該

当
者
を
選
考
す
る
ま
で
の
時
間
を
考
慮

す
る
と
、
健
診
実
施
三
ヵ
月
後
以
降
に

な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

・ 

特
定
保
健
指
導
は
、
直
接
共
済
組
合
が

行
う
の
で
は
な
く
、
共
済
組
合
と
委
託
契

約
を
し
た
健
診
機
関
が
実
施
し
ま
す
。

『
特
定
保
健
指
導
利
用
券
』
の
発
行

★ 

特
定
保
健
指
導
実
施
該
当
者
に
は
、
保

健
指
導
実
施
通
知
と
共
に
利
用
券
を
送

付
し
ま
す
。

★ 

保
健
指
導
を
利
用
す
る
際
は
、
利
用
券

受
け
取
り
後
一
週
間
以
内
に
、
特
定
保

健
指
導
健
診
機
関
へ
電
話
等
で
初
回
面

接
の
予
約
を
取
っ
て
い
た
だ
き
、
面
接

当
日
は
、
こ
の
利
用
券
と
保
険
証
を
提

示
し
て
く
だ
さ
い
。

★ 

保
健
指
導
に
係
る
費
用
は
、
共
済
組
合

が
負
担
し
ま
す
。

階
層
化
さ
れ
た
特
定
保
健
指
導
レ
ベ
ル

①
情
報
提
供
レ
ベ
ル

（
検
査
結
果
の
リ
ス
ク
が
小
さ
い
方
）

★
保
健
指
導
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

・ 

次
の
②
と
③
以
外
の
す
べ
て
の
方
が
該

当
し
ま
す
。

・ 

健
診
機
関
に
て
、
健
診
結
果
通
知
に
記

載
又
は
、
健
診
後
の
面
談
時
に
口
頭
等

で
、
各
自
の
身
体
状
況
や
生
活
習
慣
病

の
改
善
に
関
す
る
基
本
的
な
情
報
が
提

供
さ
れ
ま
す
。

②
動
機
付
け
支
援
レ
ベ
ル

（
検
査
結
果
の
リ
ス
ク
が
比
較
的
大
き
い
方
）

★
保
健
指
導
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

● 

生
活
習
慣
の
改
善
が
必
要
と
判
断
さ
れ

た
方
で
、
生
活
習
慣
を
変
え
る
に
あ
た

り
意
思
決
定
の
支
援
が
必
要
な
人
を
対

象
と
し
ま
す
。

● 

自
ら
の
健
康
状
態
を
自
覚
し
、
生
活
習

慣
改
善
の
た
め
の
自
主
的
な
取
組
み
を

積
極
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
初
回
面
談

時
に
医
師
・
保
健
師
又
は
管
理
栄
養
士

の
指
導
支
援
の
も
と
に
、
行
動
目
標
を

立
て
ま
す
。

● 

対
象
者
へ
の
個
別
支
援
又
は
グ
ル
ー
プ

支
援
形
式
に
よ
り
初
回
面
談
時
に
原
則

一
回
の
支
援
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
は
行

動
目
標
達
成
に
向
け
て
自
ら
日
々
努
力

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

六
ヵ
月
後
に
は
設
定
し
た
行
動
目
標

が
達
成
さ
れ
て
い
る
か
？
身
体
状
況
や

生
活
習
慣
に
変
化
が
見
ら
れ
た
か
？
に

つ
い
て
評
価
を
行
い
ま
す
。

《
面
接
に
よ
る
支
援
》

● 

一
人
二
十
分
以
上
の
個
別
支
援
又
は
、
一

グ
ル
ー
プ
八
十
分
以
上
の
グ
ル
ー
プ
支

援
（
一
グ
ル
ー
プ
八
名
以
下
と
し
ま
す
）

《
六
ヵ
月
後
の
評
価
》

● 

電
話
、
メ
ー
ル
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
手
紙

等
を
利
用
し
て
行
い
ま
す
。

③
積
極
的
支
援
レ
ベ
ル

（
健
診
結
果
の
リ
ス
ク
の
大
き
い
方
）

★
保
健
指
導
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

● 

生
活
習
慣
の
改
善
が
特
に
必
要
と
判
断

さ
れ
た
方
で
、
そ
の
た
め
に
専
門
職
に

よ
る
継
続
で
き
る
細
や
か
な
支
援
が
必

要
な
方
を
対
象
と
し
ま
す
。

● 

自
ら
の
健
康
状
態
を
自
覚
し
、
生
活
習

慣
改
善
の
た
め
の
自
主
的
な
取
組
み

を
、
積
極
的
且
つ
継
続
的
に
行
う
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
初
回
面
談
時
に
個
別
支
援
・
グ

ル
ー
プ
支
援
形
式
に
よ
り
医
師
・
保
健

師
又
は
管
理
栄
養
士
の
指
導
支
援
の
も

と
に
行
動
計
画
を
立
て
ま
す
。

● 

初
回
面
接
時
に
作
成
し
た
行
動
計
画
が

継
続
実
施
で
き
る
よ
う
、
対
象
者
へ
電

話
、
メ
ー
ル
、
手
紙
等
に
よ
る
方
法
で
、

三
ヵ
月
以
上
の
継
続
的
な
支
援
が
積
極

的
に
行
な
わ
れ
る
と
同
時
に
、
自
ら
も

日
々
努
力
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

《
初
回
時
の
面
接
に
よ
る
支
援
》

● 

動
機
付
け
支
援
の
「
面
接
に
よ
る
支
援
」

と
同
様
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

《
三
ヵ
月
以
上
の
継
続
的
な
支
援
》

● 

ポ
イ
ン
ト
制
が
導
入
さ
れ
一
八
〇
ポ
イ

ン
ト
以
上
の
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
が

必
須
と
な
り
ま
す
。

《
六
ヵ
月
後
の
評
価
》

● 

面
接
又
は
電
話
、メ
ー
ル
、フ
ァ
ッ
ク
ス
、

手
紙
等
を
利
用
し
て
行
い
ま
す
。

国
の
評
価

国
は
、
平
成
二
十
四
年
に
国
の
定
め
た

参
酌
基
準
と
共
済
組
合
の
目
標
値
と
の
比

較
を
行
い
目
標
達
成
の
評
価
を
行
い
ま

す
。
評
価
の
代
償
と
し
て
現
在
の
構
想
で

は
、共
済
組
合
が
国
庫
に
納
め
て
い
る
『
後

期
高
齢
者
支
援
金
』
に
対
し
一
〇
％
の
加

算
減
算
が
行
わ
れ
、
目
標
が
達
成
で
き
な

い
場
合
は
、
多
額
の
支
出
が
生
じ
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。

注
意
事
項

◆ 

特
定
保
健
指
導
料
金
は
高
額
と
な
り
ま

す
の
で
、
途
中
で
止
め
る
と
無
駄
に

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
実
施
該
当

者
に
選
ば
れ
た
方
は
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク

シ
ン
ド
ロ
ー
ム
を
克
服
す
る
良
い
機
会

と
受
け
と
め
、
必
ず
六
ヵ
月
間
は
継
続

し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
特
定
保
健
指
導
が
終
了
し
た

こ
と
に
安
心
し
て
、
元
に
戻
っ
て
し

ま
っ
た
方
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
そ

れ
で
は
こ
の
保
健
指
導
を
実
施
し
た
意

味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

終
了
し
て
も
こ
れ
で
終
わ
り
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
必
ず
持
続
し
て
い
く

こ
と
が
大
切
な
こ
と
で
す
。

ご
自
分
の
た
め
に
頑
張
り
ま
し
ょ
う
！

◆ 

被
扶
養
者
の
資
格
及
び
任
意
継
続
組
合

員
の
資
格
喪
失
後
に
「
特
定
健
康
診
査

受
診
券
」
を
使
用
し
て
い
た
場
合
は
、

健
診
料
金
の
う
ち
共
済
組
合
が
負
担
し

た
金
額
に
つ
い
て
、
後
日
返
還
し
て
い

た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

平
成
二
十
二
年
度
の

『
特
定
健
康
診
査
・
特

定
保
健
指
導
』
の
実
施

方
法
に
つ
い
て
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